
2008/１０/１更新

文責：湊税理士事務所

　①既存の公益法人（民法第３４条法人）は、Ｈ２０．１２．１以後、特例民法法人となります。

　②特例民法法人は、Ｈ２０．１２．１以後５年以内に公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法

人（以下「公益社団法人等」）又は一般社団法人・一般財団法人（以下「一般社団法人等」）に移行

　　しければなりません。

　 　③特例民法法人が、Ｈ２０．１２．１以後５年以内に公益社団法人等又は一般社団法人等に移行

　　　しなかった場合には、解散したものとみなされます。

　④一般社団法人等の中でも収益事業にのみ課税される非営利型の法人と全所得に課税される

非営利型以外の法人に区分されます。

　⑤各法人形態により課税所得の範囲、法人税率が異なってきます。

　⑥公益社団法人等に移行するとみなし寄附金制度の適用が可能です。さらにＨ２０．４．１より

みなし寄附金の損金算入限度額が拡大されます。

解説

1 新公益法人制度の概要

　　　　一般社団法人等が登記のみで設立できるようになりました。

ただし、特例民法法人が、平成２５年１１月３０日までに、公益社団法人等又は、一般社団法人等の

どちらにも移行しなかった（又はできなかった）場合には、解散したものとみなされます。

　　なお、既存の公益法人は平成２５年１１月３０日まで特例民法法人としてそのまま存続が可能です。

　特例民法法人は、従来の公益法人と取扱いは変わりません。

Q－７　H20年12月1日より適用される新公益法人制度について教えてください。

　　公益法人制度改革により一般社団・財団法人法が制定され、社員等に対する剰余金の分配を目的としない

ポイント!

　　また、公益認定法が制定され、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、一定の基準を満たしている

　一般社団法人等は、行政庁の公益認定を受けることにより、公益社団法人等として取り扱われます。

1 / 7 ページ



公益認定あり

公益認定無し
剰余金や残余財産の分配等あり

剰余金や残余財産の分配等なし
（非営利性徹底）

公
益
社
団
法
人
等

一
般
社
団
法
人
等

非
営
利
型
一
般

社
団
法
人
等

Ｈ２５．１１．３０までに移行。移行しない場合は解散！！

非
営
利
型
以
外
の

一
般
社
団
法
人
等

従来の公益法人でＨ．２０．１２．１から公益認
定又は一般社団法人等の認可を受けるまで

の期間

従
来
の
公
益
法
人

特
例
民
法
法
人

　
移行のイメージ
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2 従来の公益法人税制

　　　これまでの公益法人（民法３４条に規定する社団法人・財団法人）は、原則として法人税は課されず、

法人税法施行令第５条１項に規定する３３業種（平成２０年度改正により労働者派遣業が追加され、

３４業種になりました。）の収益事業を行っている場合に課税されていました。

（２）法人税率

　　　公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、

その収益事業に係る寄附金の額とみなして、一般寄附金の損金算入限度額を計算していました。　

3 新公益法人制度における課税区分等の比較

（３）寄附金の損金算入限度額

　　　所得金額の２０％に相当する金額（一部の学校法人等を除きます。）を限度として損金の額に算入できました。

（４）みなし寄附金

非営利型
一般社団法人等

　　　収益事業に対し一律２２％となっておりました。
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4 収益事業の範囲

　特例民法法人・公益社団法人等・非営利型一般社団法人等の収益事業から生じた所得に対しては、

法人税が課されます。収益事業の範囲は次の３４事業とされています。

収益事業の範囲

１　物品販売業 １３　写真業 ２５　美容業

2　不動産販売業　 １４　席貸業 ２６　興行業

３　金銭貸付業 １５　旅館業 ２７　遊技所業

４　物品貸付業 １６　料理店業その他の飲食店業 ２８　遊覧所業

５　不動産貸付業 １７　周旋業 ２９　医療保険業

６　製造業 １８　代理業 ３０　技芸教授業

７　通信業 １９　仲立業 ３１　駐車場業

８　運送業 ２０　問屋業 ３２　信用保証業

９　倉庫業 ２１　鉱業 ３３　無体財産権の提供等を行う事業

１０　請負業 ２２　土石採取業 ３４　労働者派遣業

１１　印刷業 ２３　浴場業

１２　出版業 ２４　理容業

5 収益事業から除かれるもの

　上記３４事業であっても、次に掲げる事業は、その種類を問わず収益事業から除外されます。

①　公益社団法人等が行う公益目的事業

②　身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の２分の１以上を占め、かつ、

　　その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等

公益目的事業とは、公益法人認定法に掲げられた２３種類の事業であり、かつ、不特定多数の

者の利益の増進に寄与するものをいいます。
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公益法人認定法に掲げられる２３事業

学術、科学技術の振興

文化、芸術の振興

障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪被害者の支援

高齢者の福祉の増進

勤労意欲のある者への就労の支援

公衆衛生の向上

児童、青少年の健全な育成

勤労者の福祉向上

教育、スポーツを通じて国民の心身の健全な発達に寄与又は豊かな人間性を涵養

犯罪防止、治安維持

事故や災害の防止

人種、性別などによる不当差別や偏見の防止、根絶

思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重や擁護

男女共同参画社会の形成推進その他のより良い社会の形成の推進

国際相互理解の促進、開発途上国への経済協力

地球環境保全、自然環境の保護と整備

国土の利用、整備、保全

国政の健全な運営の確保

地域社会の健全な発展

公正、自由な経済活動の機会確保と促進、活性化による国民生活の安定向上

国民生活に不可欠な物質、エネルギー等の安定供給の確保

一般消費者の利益の擁護、増進

その他、公益に関する事業として政令で定めるもの
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6

　みなし寄附金とは、公益法人等が行う収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自らが行う

公益目的事業の為に支出した金額について、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、一定額まで収益事業

の損金額に算入することができる制度です。

　この制度は、従来まで所得金額の２０％が損金算入限度額となっておりました（特例民法法人は、Ｈ２０．１２．３１

以降もこの枠で適用となります。）が、公益社団法人等の認定を受けることにより、所得金額の５０％又は公益目的

支出額のうちいずれか多い金額まで損金の額に算入することができるようになりました。

　したがって、公益目的支出額すべてが損金算入できることとなります。

公益社団法人等のみなし寄附金の損金算入限度額

（Ａ）　所得金額×５０％

（Ｂ）　公益目的事業に使用し，又は使用することが確実であると認められる金額

但し、収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額を限度とします。

（Ａ）と（Ｂ）の大きい方

損金 非課税

みなし寄附金 みなし寄附金

課税対象

みなし寄附金とは

公益社団法人Ａ

収益事業部 公益目的事業部

みなし寄附金
のイメージ
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7 寄附金税制

　公益社団法人等は、すべて寄附金税制上の特定公益増進法人となります。特定公益増進法人に対し個

人が寄附した場合、寄附金控除の適用が受けられます。特定公益増進法人に対し法人が寄附した場合、

一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人としての別枠の損金算入限度額が設けられ

ています。

　したがって、法人が一般社団法人等へ寄附した場合には、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内でし

か損金の額に算入できません。

　なお、平成２０年度税制改正により法人が特定公益増進法人に寄附した場合の損金算入限度額の枠が

拡充されております。

個人の場合

寄付

（寄附金額－５，０００円）を所得金額から控除できます。

ただし、個人総所得金額の４０％が限度となります。

法人の場合

寄付

（所得金額の５．０％＋資本金等の額の０．２５％）×１／２まで損金に算入できます。

Ｈ２０．３．３１以前は２．５％

特定公益増進法人に対する ＋
寄附金の損金算入限度額

一般の寄附金の損金算入限度額

公益社団法人等

普通法人 公益社団法人等

法人が支出する寄附金
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